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平成２９年１１月２９日宣告  

 組織的な犯罪

の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反，銃砲刀剣類所持等取締法違反，詐

欺，恐喝，恐喝未遂被告事件 

判     決 

主     文 

被告人を懲役６年に処する。 

理     由 

（罪となるべき事実） 

第１ （平成２７年１０月７日付け起訴状記載の公訴事実。以下「詐欺事件」とい

う。） 

被告人は，携帯電話機及び通信回線を利用できる契約上の地位をだまし取ろ

うと企て，Ａ及びＢと共謀の上，平成２３年１０月８日，北九州市ａ区ｂｃ丁

目ｄ番ｅ号ｆの「丙店」において，上記Ｂが，同店従業員であり，かつ，丁株

式会社から，同社の「○○○○」として同社サーバーにアクセスするための「△

△△△△△」を付与されて同社のために顧客との間における同社提供の通信回

線サービスの利用契約締結業務を代行しているＣに対し，真実は，通信回線サ

ービスを利用可能な状態の携帯電話機を，あらかじめ同社の承諾を得ることな

く，上記Ｂ以外の者に譲渡する意図であるのにその情を秘し，上記Ｂ自身が使

用するかのように装って，同店店長Ｄの管理に係る携帯電話機１台の購入方を

申し込むとともに，同社が提供する通信回線サービスの利用契約締結の申込み

をし，上記Ｃをして，その旨誤信させ，よって，即日同所において，上記Ｃか

ら携帯電話機１台（電話番号●●●－●●●●－●●●●，販売価格２０７９

円）の交付を受けるとともに，同社が提供する通信回線サービスを利用できる

契約上の地位を取得し，もって人を欺いて財物を交付させるとともに財産上不

法の利益を得た。 
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第２ （平成２８年４月２７日付け起訴状記載の各公訴事実。以下「恐喝・恐喝未

遂事件」という。） 

被告人は，指定暴力団である五代目甲會（以下「甲會」という。）五代目乙組

（以下「乙組」という。）組員であったが， 

１ Ｅから紹介されたＦが，被告人から借用した金銭の返済を滞らせたことなど

に乗じて，Ｅから，Ｆに対する貸金の取立名下に金銭を脅し取ろうと考え，平

成２３年１１月下旬頃，北九州市ｇ区ｈ町ｃ丁目ｉ番ｊ号ｋビル１階戊店内に

おいて，Ｅ（当時２１歳）に対し，「Ｆの借金の返済はどうするんか。お前が代

わりに払え。払わんかったら，どげんなるか分かろうが。」などと語気鋭く申し

向け，さらに，同年１２月下旬頃，Ｅに対し，電話で，「金払えないんなら，Ｇ

のやってる己で働け。そこの日給は６０００円やけ，その半分を毎日俺のとこ

ろに持ってこい。」などと語気鋭く申し向けて重ねて金銭の交付を要求し，もし

その要求に応じなければ，Ｅの生命，身体等にいかなる危害を加えかねない気

勢を示してＥを畏怖させ，よって，平成２４年１月初め頃から同年３月２４日

頃までの間，複数回にわたり，上記ｋビル前路上等において，Ｅから現金合計

約４０万円の交付を受けてこれを脅し取り， 

２ 被告人からの借金の返済を滞らせたＦから金銭を脅し取ろうと考え，平成２

４年１月７日頃，北九州市ｇ区ｈ町ｃ丁目ｉ番ｌ号ｍビル前路上において，Ｆ

（当時３２歳）に対し，「金，どうするんか。嫁さんを風俗に沈めて回収しろ。」

などと語気鋭く申し向けた上，同月１１日頃，同路上において，Ｆに対し，「金

を返せ。」などと語気鋭く申し向け，さらに，同月１３日頃，Ｆに対し，電話で，

「お前，今からさらいに行くぞ。」などと語気鋭く申し向けて重ねて金銭の交付

を要求し，もしその要求に応じなければ，Ｆの生命，身体等にいかなる危害を

加えかねない気勢を示してＦを畏怖させて金銭を脅し取ろうとしたが，Ｆが被

告人との接触を断つなどしたため，その目的を遂げなかった。 

第３ （平成２７年７月２７日付け起訴状記載の各公訴事実。以下「元警察官事件」
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という。） 

平成２４年４月１９日当時，被告人は指定暴力団甲會乙組組員，Ｈは甲會総

裁，Ｉは甲會会長，Ｊは甲會理事長兼乙組組長，Ｋは甲會乙組若頭，Ｌは甲會

乙組若頭補佐，Ｍは甲會乙組筆頭若頭補佐，Ｎは甲會乙組組長付，Ｏ，Ｐ及び

Ｑはいずれも甲會乙組組員であったものであるが，被告人は，上記Ｈ，Ｉ，Ｊ，

Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎ，Ｏ，Ｐ及びＱと共謀の上，組織により，元ｎ県警察警察官Ｒ

（当時６１歳）を殺害することになってもやむを得ないと考え，甲會の活動と

して，上記Ｈの指揮命令に基づき，あらかじめ定められた任務分担に従って，

いずれも法定の除外事由がないのに， 

 １ 平成２４年４月１９日午前７時５分頃，不特定若しくは多数の者の用に供さ

れる場所である北九州市ａ区ｏ町ｐ丁目ｑ番ｒ号付近路上において，上記Ｎが，

上記Ｒに対し，殺意をもって，所携の自動装てん式けん銃で，上記Ｒの身体を

目掛けて弾丸２発を発射し，同人の左腰部及び左大腿部に１発ずつ命中させ，

もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが，同人に約１か月

間の入院及び通院加療を要する左股関節内異物残留，左大腿部銃創の傷害を負

わせたにとどまり，殺害するに至らず，さらに，引き続き，同所において，上

記Ｎが，所携の上記けん銃で，地面に向けて弾丸１発を発射し， 

 ２ 上記第３の１記載の日時場所において，同記載のけん銃１丁を，これに適合

するけん銃実包３発と共に携帯して所持した。 

（事実認定の補足説明） 

第１ 争点 

 弁護人は，判示第１の詐欺事件及び判示第２の恐喝・恐喝未遂事件については事

実関係を概ね認め，犯罪の成立を争っていないが，判示第３の元警察官事件につい

ては，被告人にはけん銃を使用する殺人の共謀は成立せず，実行犯にも殺意はなか

ったのであるから，被告人には組織的殺人未遂罪，組織的けん銃発射罪，組織的け

ん銃加重所持罪のいずれも成立せず無罪であり，仮に何らかの犯罪が成立するとし
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ても，被告人の具体的な関与の程度からすれば幇助犯が成立するにとどまり，共同

正犯は成立しない旨主張するので，以下順次検討する。 

第２ 前提事実 

 関係各証拠によれば，以下の事実が認められる。 

 １ 甲會 

 甲會（五代目甲會）は，北九州市内に拠点を置き，平成２７年１２月時点で８０

０人を超す構成員等を擁し，同市を中心に縄張りを主張する北九州地区最大の暴力

団組織である。その組織内の序列は，上から，総裁，会長，会長代行，理事長等と

続き，最高顧問を除く会長代行以下理事長補佐までを執行部と称している。平成４

年６月，甲會（当時の名称は，二代目甲連合庚一家）は，暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律に基づき，ｎ県公安委員会から指定暴力団として指定され，

元警察官事件発生当時もこの指定は続いていた。 

 乙組（五代目乙組）は，甲會傘下の二次団体の一つであるが，組内での序列は，

トップが組長，執行部として，上から，若頭，本部長，幹事長，組織委員長，風紀

委員長，筆頭若頭補佐と続き，執行部の下には，若頭補佐，組長秘書，組長付など

が役付とされていた。 

 Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎ，Ｏ，Ｐ及びＱの元警察官事件発生当時の甲會及び

乙組内でのそれぞれの立場は，判示第３の冒頭に記載したとおりである。 

 ２ 被告人と甲會 

 被告人は，累犯前科の罪により服役し，平成２３年７月頃，ｓ刑務所を出所した

が，かねてより，乙組組員から甲會に入るよう誘われていたこともあり，出所後す

ぐにＫのもとに赴き，二，三か月の間，Ｋの付き人として活動していた。そして，

被告人は，同年９月か１０月頃，甲會乙組の正式な組員となり，以後，平成２７年

７月頃に脱退するまでの間，同組組員として活動していた。 

 ３ 元警察官事件の概要 

平成２４年４月１９日，ｎ県警察の警察官であったＲが自宅付近の路上で何者か
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によって銃撃されるという事件（元警察官事件）が発生した。関係各証拠により認

められる元警察官事件の概要，犯行態様，周到な準備状況と細分化された役割分担，

推測される犯行動機等に鑑みれば，同事件は，Ｈ，Ｉ，Ｊらが共謀の上，組織によ

り，甲會の活動として，Ｈの指揮命令に基づき，あらかじめ定められた任務分担に

従って遂行されたものと認められ，弁護人もこの点は積極的に争っていない（実行

犯であるＮの殺意の有無や，被告人に共同正犯が成否するか否かについては，別途

検討する。）。 

第３ 実行犯であるＮの殺意の有無について 

 １ 認定事実 

 関係各証拠によれば，ＮによるＲへの銃撃に関し，以下の事実が認められる。 

平成２４年４月１９日午前７時２分頃，Ｒは，通勤のため自宅を出て，最寄り駅

であるｔ駅に徒歩で向かい，同日午前７時５分頃，犯行現場に差し掛かった。一方，

付近の待機場所で原動機付自転車に乗り待機していたＮも，Ｏからの携帯電話機に

よる合図を受けて原動機付自転車を発進させ，自分の方に向かって歩いてくるＲの

姿を認めると，減速しながら，ゆっくりと進み，Ｒの左斜め前に至ったところでブ

レーキをかけ，原動機付自転車を停めたが，犯行現場付近の道路は，Ｎの進行方向

に向かって約２パーセントの下り勾配になっていたので，Ｎは，原動機付自転車に

またがったまま両足を地面につけて踏ん張る態勢になった。 

そして，ＲがちょうどＮの左側に位置する地点まで来たときに，Ｎは，左側に９

０度ぐらい体をひねり，上着のポケットから２５口径の自動装てん式けん銃（タン

ホグリオＧＴ２７型というイタリア製の真正けん銃）を取り出し，両手で持って構

え，至近距離にいるＲの左大腿部を狙って続けざまに２回引き金を引いた。その結

果，弾丸２発が連続して発射され，Ｒの左腰部と左大腿部に１発ずつ命中した。Ｎ

は，原動機付自転車を二，三メートルほど進ませて，Ｒの後方の地面に向けて更に

１回引き金を引き，弾丸１発を発射すると，スピードを上げてその場から走り去っ

た。 
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ＮがＲを狙って撃った２発の弾丸のうち，１発は左大腿部からやや下向きに射入

して大腿骨大転子部に当たって跳ね返り体外へ排出されたが，もう１発は左腰部か

らやや下向きに射入して左大腿骨骨頭の背中側部分の大腿動脈から約７センチメー

トルの位置で体内に遺留した。Ｒは，本件犯行により約１か月間の入院及び通院加

療を要する左股関節内異物残留，左大腿部銃創の傷害を負った。 

２ 検討 

 以上の事実関係を前提に，Ｎの殺意の有無について検討する。 

Ｎは，２５口径と比較的小型ではあるが人を殺傷する能力を十分に備えていると

認められる真正けん銃を用いて，Ｒの左腰部及び左大腿部という身体の枢要部に近

い部位に２発の弾丸を撃ち込んでいる。弾丸はＮのほぼ狙いどおりに命中している

が，そのうちの１発が大腿動脈から約７センチメートルの位置に遺留されていたこ

とからも明らかなように，銃口の向きがほんのわずかそれていたり，Ｒが今少し体

を動かしていたら，弾丸が大腿動脈を損傷して短時間のうちに大量出血したり，あ

るいは，心臓，肝臓，膵臓等の重要な臓器を損傷したりする可能性は十分にあった

のであり，Ｎによる銃撃がＲの生命を奪いかねない危険な行為であったことに疑い

の余地はない。原動機付自転車にまたがった不安定な態勢で動く標的を狙うという

非常に難易度の高い狙撃方法であったことも考え併せれば，その危険性は一層高い

ものであったといえ，Ｎ自身もそうした危険性を基礎づける諸事情を十分認識して

いた。以上によれば，ＮにはＲに対する少なくとも未必的な殺意があったと認めら

れる。 

この点，弁護人は，Ｎは，Ｋから，撃つときは殺さないように股付近に向けて撃

てなどと指示され，その指示どおりにＲを銃撃したのであるから，ＮがＲに対する

殺意を有していなかったことは明らかである旨主張する。しかし，Ｋの指示内容自

体が，人が死亡する危険性が高い行為を行うよう求めるものであるから，Ｋの指示

に従ってＲを銃撃したからといって，Ｎの殺意が否定されるものではない。その他

弁護人が弁論で主張する諸点を十分に検討しても，ＮにはＲに対する少なくとも未
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必的な殺意があったとの上記認定は揺らがない。 

第４ 被告人に組織的殺人未遂等の共同正犯が成立するか否かについて 

 １ 認定事実 

 関係各証拠によれば，元警察官事件に至る経緯及びその過程での被告人の関与等

について，以下の事実が認められる。 

   被告人は，平成２３年９月か１０月頃から，甲會乙組の組員として活動し

ていたところ，同年１１月２６日，辛建設株式会社の会長を務めていたＳが何者か

に射殺される事件が発生した（以下，この事件を「辛事件」という。）。 

Ｓは，同月１３日から同月２６日までの間，ｎ市内のｎ国際センターにおいて開

催されていた大相撲ｕ場所を観戦するため，妻らとともに，ほぼ連日北九州市ｇ区

所在の自宅からｎ国際センターに通っていた。被告人は，同月１６日，Ｋから，突

然相撲の観戦に誘われ，Ｋ及びＯとともに，ｎ国際センターに向かい，大相撲ｕ場

所を観戦していたが，その最中に，被告人とＯは，Ｋから，土俵近くにいる白髪の

男性の顔を覚えてくるように言われたため，その男性（Ｓ）の顔を確認しに行った。

その日の観戦が終わる頃，被告人は，Ｋから，上記男性のあとをつけるよう指示を

受け，Ｋ及びＯとともに，バスに乗り帰路につく上記男性のあとをつけたが，上記

男性がバスを降りｖ駅の中に入っていったことから，その日の追尾は終了した。 

Ｓは，同月２６日もｎ国際センターにおいて大相撲ｕ場所を観戦したが，その帰

りに自宅前で車から降りたところを何者かにより銃撃され，死亡した（辛事件）。 

被告人は，辛事件が発生して数日後，相撲好きな建設会社の会長が相撲を観戦し

て帰宅したところをけん銃で射殺されたが，暴力団による犯行の疑いがある，とい

うニュースに接した。その際，被告人は，被害者とされるＳの写真を見て，自身が

相撲の観戦の際に顔を確認し，その後の行動を観察した男性が銃撃される被害に遭

ったことを認識し，Ｓ殺害にＫら甲會の組員が関与しているのではないかと考えた。 

  ⑵ Ｋは，平成２４年３月末頃，Ｒの自宅付近でＲの行動確認を行ったが，Ｒ

の行動が把握できなかったため，同年４月初め頃，Ｏに対し，Ｒの行動確認を行う
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よう指示するとともに，被告人に対しても，Ｏの手伝いをするよう指示した。また，

被告人は，この頃，Ｋから，Ｑの車に積まれている双眼鏡を取ってくるよう指示さ

れたので，同月３日夜，Ｑを介してＱの義兄であるＴを呼び出し，同人が運転して

きた車の中から双眼鏡を持ち出した。 

 被告人は，同月４日朝，Ｏとともに，北九州市ａ区所在のＲの自宅付近の近くの

マンションに車で向かい，同マンション７階の階段から，Ｏが指示する家（Ｒの自

宅）から出てくる人がいないかを肉眼で見張り，一方，Ｏは，被告人から受け取っ

た双眼鏡を用いて別の場所に停めた車の中から同様に見張りをした。しかし，２時

間ほど見張りをしたにもかかわらず，家からは誰も出てこなかった。被告人は，翌

５日朝も，Ｏとともに，２時間ほどＲの行動確認をしたが，この日もＲの姿を確認

することはできなかった。 

 Ｒの姿を確認できなかったとの報告をＯから受けたＫは，Ｒの顔を知っているＬ

に対して，被告人らの行動確認に同行するよう指示した。Ｌは，同月１２日朝，被

告人及びＯとともに，ｔ駅付近の高架下に車で向かい，被告人らに対し，Ｒが６０

歳くらいの元警察官の男性であることを伝えた。引き続き，被告人らがＲの姿を探

していたところ，この日は，ジャケットを着て茶色のカバンを持ったＲが徒歩でｔ

駅方面に向かっている姿を確認することができ，ＬがＫにその旨報告した。 

 被告人は，同月１３日夕方，Ｏとともに，ｔ駅付近のマンションの砂利の駐車場

に車で向かい，Ｒの姿を探していたところ，この日も前日と同様にジャケットを着

て茶色のカバンを持って歩くＲの姿を確認し，ＯがＫにその旨報告した。 

 その後，被告人が，Ｏとともに行動確認をするように命じられていた日に朝寝坊

をし，Ｒの行動確認に従事できなくなるという出来事があった。これを知ったＫは，

被告人に謹慎を命じ，以後，被告人は，Ｋの許可なく組事務所から外出することを

禁じられた。 

同月１９日朝，Ｏは，Ｒの自宅近くの公園の前に停めた車の中でＲが現れるのを

待ち受け，Ｒが通勤のためｔ駅に向けて歩いている姿を確認すると，犯行現場付近
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で待機していたＮが持つ携帯電話機に電話をかけ，これを合図にＮが原動機付自転

車を発進させて，前記第３の１記載のとおり，本件犯行現場でＲを銃撃した（元警

察官事件）。 

 ２ けん銃を使用した組織的殺人についての被告人の認識・認容の有無 

 まず，被告人に甲會によるけん銃を使用した組織的殺人の認識・認容があったか

否かについて検討する。 

 被告人がＲの行動確認を行ったのは，被告人が甲會の組員として活動するように

なってから半年ほど後の時期であり，下位の組員であった被告人に，行動確認の意

図が甲會の上層部から知らされることはなかったと考えられるが，自らが行動確認

を行った相手が射殺されるという辛事件に関与させられた経験などから，被告人は，

本件犯行の頃には，甲會が，複数の組員で役割を分担し，ターゲットとなる人物の

行動確認等を行った上で，実行犯がけん銃を使用するなどしてその人物を襲撃する

ことをも意に介さない組織であることを認識していたといえる。 

こうした中で，被告人は，元警察官事件発生の２週間くらい前から，Ｋに命じら

れ，少なくとも４回，Ｒの自宅や最寄り駅周辺において，Ｒの行動確認を行ってい

るところ，この行動確認には辛事件と同様にＯら複数の甲會の組員らが関与してい

ることを認識したのであるから，その５か月足らず以前に発生した辛事件のように，

甲會が，組織として，ターゲットとなる人物の行動確認等を行った上で，その人物

を銃撃するという事態も当然に想定できたというべきである。ところが，被告人は，

行動確認に従事する際に，上位者であるＫのみならず，自分と同じような立場にあ

ったＯらにも行動確認の目的を尋ねることなく，Ｋからの指示に従って自らの役割

を果たしている。こうしたことから考えれば，被告人は，甲會組員がけん銃を使用

してＲを銃撃するような事態をも想定し，これを容認した上でＲの行動確認に従事

したものとみるほかはなく，被告人には甲會によるけん銃を使用した組織的殺人の

少なくとも未必的な認識・認容があったものと認められる。 

この点，弁護人は，若頭であるＫが直々に被害者の行動確認を行っていた辛事件
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とは異なり，被告人のような平組員が行動確認を任されていた上，対象者は元警察

官であったので，対象者を襲撃するなどという事態を被告人は想定しておらず，被

告人にはＲを銃撃するという認識がなかったことは明らかであるなどと主張する。

しかし，被告人は，Ｋの指示でＲの行動確認を行っているのであるし，元警察官事

件の際は少なくとも４回にわたりＲの行動確認を行っており，行動確認が入念なも

のであることを被告人も当然に認識していたことからすれば，被告人において，辛

事件と同様に対象者であるＲが銃撃されるという事態を全く想定できなかったとは

考えられず，弁護人の指摘する点を踏まえても，被告人に未必的な認識・認容があ

ったという上記認定は揺らがない。 

 ３ 被告人に共同正犯が成立するか否か 

 進んで，被告人に元警察官事件について組織的殺人未遂等の共同正犯が成立する

か否かについて検討する。 

 被告人は，前記のとおり，甲會の組員であるＯらとともにＲの行動確認を複数回

にわたり行ったものであり，そこから得た情報などを基にして，甲會の上層部が犯

行計画を組み立て，その計画に基づき実行犯のＮが犯行を遂行したものと考えられ

る。実際に，被告人らが行った複数回にわたる行動確認によって，Ｒは，朝の時間

帯に，ジャケットを着用して茶色のカバンを持ち，ｔ駅に歩いて向かうことが確認

されており，茶色のバッグを持った年輩の男性というＲの特徴は，ＫからＮに伝え

られていた。本件犯行が実行された場所やその時間帯などから考えても，被告人ら

が行った行動確認によって得られ，又は確認された情報が犯行計画の策定及び実行

に当たって活用されたことは明らかである。そうすると，被告人らが従事したＲの

行動確認は，本件犯行の遂行に当たり不可欠な準備行為であったということができ

る。 

以上のように，被告人は，甲會によるけん銃を使用した組織的殺人を未必的に認

識・認容しつつ，本件犯行の遂行に当たり不可欠な準備行為である対象者の行動確

認を組織の一員として担ったものであるから，被告人には組織的殺人未遂等の共同
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正犯が成立する。 

 この点，弁護人は，①被告人は，共犯者の中で一番立場が下の者であり，犯行の

詳細についても何ら知らされず，ただＫの指示どおりに動いたにすぎないこと，②

被告人の犯罪への寄与度は皆無ないし微少なものにすぎず，少なくとも対象者の行

動確認等の被告人の行為が本件犯行に不可欠のものであったとは到底いえないこと，

③被告人は，本件犯行に対する報酬ないし対価を甲會関係者から一切受け取ってお

らず，そのような話もなかったことから，被告人が共同正犯でないことは明らかで

あり，万が一何らかの犯罪が成立するとしても，幇助犯の成立にとどまる旨主張す

る。 

しかし，①については，確かに甲會内での被告人の地位や立場は低く，被告人が

犯行の詳細を知らされることなく，上位者の指示に従って行動していたことは事実

であるが，前記認定のとおり，被告人は，甲會によるけん銃を使用した組織的な殺

人を未必的に認識・認容していたのであるから，犯行の詳細を知らされていないと

しても，そのことだけで正犯性が否定されることにはならない。②については，対

象者の行動状況について把握していなければ，組織的な襲撃計画を策定し，実行す

ることはそもそも不可能であって，対象者の行動確認は，凶器や移動手段等の準備

とともにこの種組織的犯行を遂行する上で不可欠の準備行為といえる。それ故，被

告人の犯罪への寄与度が皆無ないし微小なものにすぎないとの指摘は当たらない。

さらに，③については，本件は甲會による組織的な犯行であり，被告人も甲會の組

員として甲會という組織のために犯行に加担していたのであるから，被告人が個人

として報酬を得ていないとしても，正犯性が否定されるものではない。 

なお，被告人は，本件犯行が実行される数日前にＫから謹慎を命じられ，Ｋの許

可なく組事務所から外出することができなくなったが，被告人が使用する携帯電話

機の犯行前日夕方の発信履歴における発信地がＲの自宅付近となっていることから，

謹慎以後も何らかの形で本件犯行に関わっていた可能性は否定できない。少なくと

も，Ｋから謹慎を命じられたことが，それまでの行動確認を通じて被告人が本件犯
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行の実現に及ぼした影響力を解消するような事情とはいえず，また，被告人を除い

た共犯者らが被告人の謹慎後に新たに共謀を遂げたりしたといった事情も証拠上認

められないから，この点が共同正犯の成立を妨げるものではない。 

 その他弁護人が弁論等で主張する諸点を十分に検討しても，被告人に判示第３の

各犯行について共同正犯が成立するとの上記判断は揺らがない。 

第５ 結論 

 以上の次第であるから，被告人には組織的殺人未遂罪，組織的けん銃発射罪，組

織的けん銃加重所持罪のいずれについても共同正犯が成立する。なお，元警察官事

件に係る公訴事実は，Ｒの身体を目掛けて弾丸３発を発射したという事実をもって，

組織的殺人未遂罪及び組織的けん銃発射罪を構成するものとされているところ，既

に認定したとおり，Ｎは，最初の弾丸２発はＲの身体を目掛けて発射しているが，

最後の弾丸１発は地面に向けて発射しているから，弾丸３発を発射した行為につい

ては，包括して組織的けん銃発射罪１罪が成立するが，そのうち，最初の２発の発

射については，組織的殺人未遂罪の実行行為と評価でき，その限度で両罪は観念的

競合の関係に立つものと解される。 

そこで，罪となるべき事実第３記載のとおり認定した。 

（量刑の理由） 

１ 元警察官事件について 

 まず，量刑上最も重視すべき元警察官事件について見ると，甲會，中でも乙組に

属する複数の組員らが，あらかじめ被害者の行動確認を繰り返して，その出勤の時

刻，経路等を調べるなどして犯行計画を策定した上，犯行に使用するけん銃や実弾，

原動機付自転車等を調達するなど準備を重ね，組織の指揮命令系統に従い，けん銃

で被害者を狙撃する実行役，その送迎役，証拠品の処分役，被害者の行動確認役な

ど，各人が細分化された役割を忠実に果たすことで犯行を実行に移しており，組織

性及び計画性が顕著な犯行といえる。犯行動機は，甲會の事件捜査に長年従事して

きた被害者の言動等への反発にあると推察されるが，もとより酌量の余地はなく，
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警察権力への挑戦という意味合いを含む極めて反社会性の強い犯行である。その犯

行態様は，十分な殺傷能力を有する真正けん銃で至近距離から被害者の左腰部及び

左大腿部に銃弾２発を撃ち込むという危険かつ凶悪なものであった。被害者は，現

在でも股関節に痛みが残るなどし，後ろからバイクの音が聞こえたりすると恐怖心

がよみがえるというのであり，被害結果は重大である。暴力団組織が警察ＯＢに銃

口を向けるという前代未聞の犯行が社会に与えた衝撃も量刑判断に当たって考慮せ

ざるを得ない。 

 そして，被告人自身は，共犯者らとともに，少なくとも４回にわたり被害者の行

動確認を行うという本件犯行計画を策定・実行する上で不可欠な役割を担っている。

一方で，被告人は，甲會や乙組内での立場や地位が共犯者中では最も低く，上位者

らの意のままに使われたという面があり，犯行に関与することになった経緯には一

定程度酌むべき事情がある。また，被告人は，行動確認の指示を受けていた日に朝

寝坊をして，Ｋの怒りを買いその後謹慎処分を受けていることから，自らの役割を

それほど積極的・能動的に果たしていたともいい難い。 

そうすると，元警察官事件の犯情は非常に悪いものの，同事件における被告人の

刑事責任は，共犯者らの中では最も軽いものと評価すべきである。 

２ 詐欺事件及び恐喝・恐喝未遂事件について 

 詐欺事件については，被害品は販売価格約２０００円の携帯電話機１台にとどま

っているとはいえ，被告人が甲會の組員となるに当たり，警察に把握されない携帯

電話機を入手したいという動機からの犯行であり，動機に酌むべき点はなく，被告

人は，共犯者に携帯電話機の入手を指示するなど，中心的役割を担っている。 

 恐喝・恐喝未遂事件については，借金返済が滞ったことに因縁をつけ，被害者ら

を執拗に恐喝したもので，暴力団員特有の手口といえ，被害金額も合計約４０万円

に及んでいる（なお，被告人は，Ｅから受け取った現金は合計２０万円程度である

旨供述し，弁護人もこれに沿う主張をするが，Ｅ及び関係者の各供述によれば，喝

取金額が合計約４０万円に及ぶことは優に認められる。）。詐欺，恐喝を含む罪によ
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り服役し，出所後ほどなくして同種犯行に及んでいることに照らし，順法精神の欠

如も明らかである。 

３ 被告人の量刑の検討 

 以上検討した犯情，とりわけ元警察官事件の犯情を中心として定まる量刑の大枠

の中で，被告人が，本件各犯行の事実関係自体は概ねこれを認め，甲會を脱退した

上で，本件各犯行に対する後悔と反省の弁を述べるなどして，被害者らに対する謝

罪の意思を示していること，被告人の養父と実母が公判廷に出廷し，社会復帰後の

被告人の更生に協力する旨述べていることなどの被告人に有利な一般情状を調整要

素として考慮し，さらには，本件各犯行と刑法４５条後段の併合罪の関係にある前

記確定裁判が存在しており，本件と同時に審理された場合との刑の均衡も踏まえて

検討した結果，被告人を懲役６年に処するのが相当であると判断した。 

（求刑 懲役８年） 

  平成２９年１２月４日 
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